
青森県海岸漂着物対策推進地域計画の概要図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 海岸漂着物対策に関する関係者の相互協力 

(1)民間団体、事業者等の積極的な参画の促進  (2)自発的な意思の尊重と公正性・透明性の確保 

(3)民間団体等との緊密な連携と活動の支援  (4)国際協力の推進 

5.3 青森県海岸漂着物 
対策推進協議会の運営 

●協議会のもと、関係者が相互に 

地域計画の取組状況等を確認し、 

今後の施策に関するフォローアッ 

プをしていく。 

 

5.2 海岸漂着物対策に関する関係者の役割分担のイメージ 

 

●基本目標：「ごみがないきれいな海岸にすることで、美しく豊かな自然の恵みを与える青い海を守ります。」 

●4つの基本方針： Ⅰ海岸漂着物等の円滑な処理の推進    Ⅱ海岸漂着物等の効果的な発生抑制の推進  

Ⅲ普及啓発、環境教育及び消費者教育の推進   Ⅳ多様な主体の適切な役割分担と連携の確保 

 

2.1 海岸の延長、自然環境、社会環境等 
 ・県内の海岸線延長は、約 800km。 

 ・沿岸を有する市町村の人口は 80万人。(県

人口の 65%) 

 ・県内には、一級河川 3 水系、二級河川 79

水系の計 290河川が存在。 

 ・沿岸に漁港が 85港、港湾が 13港存在。 

 ・沿岸には、キャンプ場をはじめとするレクリ

エーション施設が多く存在。 

 ・県内広域に、国立、国定公園や県立自然

公園等が存在。 

 

2.2 海岸漂着物等の現状と処理等の課題 
(1) 海岸漂着物等の現状 

 ・陸奥湾、日本海沿いを中心に海岸漂着物

の多い地域が存在。 

 ・枝・流木、海藻などの自然系漂着物が大半

を占め、次に生活用品、漁具などのプラス

チック類が多く漂着。 

 ・漂着物の大半は国内由来のものであるも

のの、一部韓国・北朝鮮、中国、ロシア製

のものも存在。 

 ・地理的な制約により、清潔の保持や危険

の除去が困難な市町村が存在。 

 ・市町村では民間委託や住民ボランティアと

共同で年に数回、回収・処理を実施。 

 ・清掃活動を実施しても追いつかず清潔の

保持が困難な市町村が存在。 

・処理に苦慮する海岸漂着物等が存在。 

 

(2) 海岸漂着物等の課題 

 1）海岸漂着物等の処理に関する課題 

 ・人手及び機材確保や多額の費用確保のた
めの対策が必要。 

・地域外からの海岸漂着物等も多く存在し、
その処理には限界がある。 

・突発的な大量の漂着物や危険物等に対し
適切な対応が必要。 

 2)海岸漂着物等の発生抑制に関する課題 

 ・地域住民の日頃の活動により発生するご
み等を抑制するため、循環型社会の形成
や意識の高揚が必要。 

・流域圏の内陸と沿岸地域が一体となった
対策が必要。 

 3）普及啓発、環境教育及び消費者教育に
関する課題 

 ・県民一人ひとりの意識の高揚を促進する

ため環境教育、消費者教育が必要。 

4.1 海岸漂着物対策を重点的に推進する区域の設定 

(1)海岸漂着物量、清掃活動の実施状況、海岸利用及び社会活動、景観及び

自然環境、沿岸を有する市町村の意見などを総合的に勘案した選定基準に

より、各海岸を評価。 

(2)大量の海岸漂着物等の集積により、良好な景観及び環境の保全に特に支

障が生じており、重点的に対策を講ずることが必要な地域として、49 区域を

設定。 

4.2 重点区域に関する海岸漂着物対策の内容 

(1) 海岸漂着物等の処理 

1） 処理の責任等 

2） 市町村の要請 

3） 地域外からの海岸漂着物等に対する連携 

4） 漂流ごみ等の円滑な処理の推進 

5） 海岸漂着物等の処理に関する施策 

① 海岸漂着物等の適正処理 

② 不法投棄物の適正処理 

③ 災害廃棄物等の適正処理 

④ 海岸漂着危険物等の適正処理 

⑤ 漂流ごみ等の円滑な処理 

 

(2) 海岸漂着物等の発生抑制 

① 3Rの推進による循環型社会の形成 

② 発生の状況及び原因等に関する実態の把握 

③ ごみ等の不法投棄の防止 

④ ごみ等の水域等への流出または飛散の防止 

(3) 普及啓発、環境教育及び消費者教育 

① 普及啓発 

② 環境教育、消費者教育の推進 

③ 普及啓発、環境教育等における民間団体等との連携 

 

2.海岸漂着物等の現状と課題 

｢海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針｣(H22年 3月閣議決定、令和元年 5月変更閣議決定)に基づき、青森県の海岸漂着物対策を重点的に推進す
る区域、関係者の相互協力及び役割分担に関する事項等を定め、地域の海岸漂着物対策の基本的な方向性を示すとともに、それぞれの対策の内容を明らかにすることを趣旨として
策定するものであり、海岸漂着物対策を推進することで、海岸の良好な景観、多様な生態系の確保、生活衛生の向上、水産資源の保全等、総合的な海岸の環境の保全を図る。 

 

1.計画策定の意義及び目的 

 

3.海岸漂着物対策の基本目標と基本方針 

4.海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその対策内容 5.関係者の相互協力及び役割分担に関する事項 

6.対策実施にあたり配慮すべき事項及びその他海岸漂着物対策の推進に関し必要な事項 

・国際協力の推進  ・総合的な施策の策定、実施  ・都道府県間のあっせん 

・発生状況・原因等の調査 ・技術開発等の推進とその成果の普及 ・財政措置 

・処理、発生抑制対策等の施策の実施 

・処理に関する海岸管理者等への協力及

び要請 

・民間団体等との連携確保、活動支援等 

・処理、発生抑制対策等の施策の実施  ・青森県海岸漂着物対策推進協議会の運営 

・他都道府県に対する協力要請   ・発生状況・原因等の調査 

・民間団体等との連携確保、活動支援等  ・処理等に関する普及啓発の推進 

・処理、発生抑制等の施策の実施 

・関係機関の役割分担、協力体制の構築  ・民間団体等と連携したネットワークづくり 

県 

市町村 

国 

地域住民 

・マナー、モラルの徹底 

・3R等によるエコライフの実践 

・海岸清掃活動への積極的な参加 

・県や市町村等との連携による清

掃活動・漂流ごみ等回収の実施 

・普及啓発・環境教育等の取組へ

の積極的な参加 

民間団体等 海岸管理者等 

・管理する海岸の清潔保持 

・市町村の要請に基づく処理 

事業者 学校 

・環境教育の一環としての海

岸清掃の実施 

・環境教育 

・廃棄物の適正運搬処理 

・環境負荷の低い製品等の提供 

・海岸清掃活動への協力、漁業者の取組等 

6.1 モニタリングの実施 
 ●地域計画における回収事業の実施結果などを協議会に報告するとともに、広く地域住民に周知。 

6.3 地域計画の推進にあたって 
 (1)地域計画の進行管理  (2)地域計画の見直し 

地域住民(NPO等)・

民間団体 
青森県 

沿岸を有する 

県内 22市町村 
国 

有識者 

地域の多様な主体の 

参加・連携・協働 

●協議会の定期的な開催 

●地域計画の取組状況の確認、今後の施策に関するフォローアップ 

情報共有 

意思疎通 

6.2 災害等の緊急時における対応 
●青森県地域防災計画に準じた廃棄物の処理の実施等。 
●青森県漂流・漂着船等に係る対応要領に基づく対応。 

連携・協働 

※主な役割 


